
福島労働局職業安定部職業対策課 ０７０６２７作成

人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース）ご利用の事業主様へ
登録教習機関で学科のみ実施する特別教育について

※ 事業内訓練にて実技、登録講習機関にて学科を実施する特別教育に関する留意点

例：アーク溶接特別教育 学科１１時間 実技１０時間

実技１０時間を事業主自ら行い、その証明をもって学科１１時間を登録講習機関に委託して行う。

〈事業内訓練〉
実技講習 ５月１日から

添付書類
・訓練内容等が確認出来る書類（内容、実施
期間、場所等の分かる書類）や訓練カリキュ
ラム
・指導員の職務経歴書

〈登録教習機関に委託して行う訓練〉
学科講習 ６月１日から

添付書類
・訓練内容等が確認出来る書類（内容、実施
期間、場所等の分かる書類）や訓練カリキュ
ラム

この場合、実技講習(事業内訓練)開始する日の３カ月前から原則１週間前まで計画届の
提出が必要となることから提出期限は、４月２４日となります。

支給申請書提出時には、事業内訓練経費を申請される場合、登録教習機関に委
託して行う訓練に係る添付書類の他に事業内訓練（実技）にかかった経費に関
する添付書類（建設機械借上料金等の領収証等）を提出する必要があります。
また、訓練期間中（事業内訓練・登録講習機関に委託して行う訓練）に、所定
労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払ったと
分かる書類の提出も必要となりますのでご留意ください。
※ 詳しくは、「建設事業主等に対する助成金のご案内」２８～４０ページを
ご覧下さい。

＋

「事前に届出が必要な変更事由の一例」
・実施日時

当初計画（変更前の計画）していた訓練実施予定日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか
早い方の日の前日までに、変更届（建技様式第２号）と変更内容の分かる書類を添付して
ハローワークへ提出

例 ４月５日に計画していた訓練を４月１０日に変更する場合→４月４日までが期限
４月５日に計画していた訓練を４月３日に変更する場合→４月２日までが期限

・実施方法
・実施場所
・講習機関名（主催者名）

提出された計画届の内容に変更が生じた場合は変更届が必要となりま
す。下記に一例を記載しますが、変更届を提出せずに訓練を実施した
場合、支給対象外となることがありますので、自身で判断せずハロー
ワークまたは労働局にご相談ください。

計画届の内容に変更が生じた場合は変更届が必要となります。

厚生労働省HP
「建設事業主等に対する
助成金のご案内」
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